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年金制度改正法案成立 Ｎｏ.１ 

令和7年５月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金

法等の一部を改正する等の法律案」が第２１７回通常国会に提出され、衆議院で修正のうえ

６月13日に成立しました。 

この法律は、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男

女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成の多様化を踏まえた年金制度を構築すると

ともに、所得再配分の強化や私的年金制度の拡充等により、高齢期における生活の安定を図

るためのものです。 

主な改正内容の中から、今回は「社会保険の加入対象の拡大」について取り上げます。 

 

１．賃金要件の撤廃 

現在の短時間労働者の加入要

件は、５１人以上企業の場合、

「週の所定労働時間が２０時間

以上」「給与月額８８，０００円

以上」となっており、いわゆる

「年収１０６万円の壁」を意識

した働き控えが問題となってい

ました。 

ところが、最低賃金が１，０１６円以上の地域では、週２０時間働くと賃金要件（年額換

算で約１０６万円）を満たすことから、全国の最低賃金が１，０１６円以上となることを見

極めて撤廃となります。（この度公表された最低賃金では、全ての都道府県において１，０１

６円を上回りました。）「公布から３年以内の政令で定める日から施行」とされています。 



２．企業規模要件を段階的に撤廃  

 

企業規模要件については、１０年かけて段階的に縮

小・撤廃し、短時間労働者が週２０時間以上働けば、

勤め先にかかわらず社会保険（厚生年金・健康保険）

に加入できるようにします。 

 

 

３．常時５人以上の者を使用する個人事業所適用対象の拡大 

社会保険（厚生年金・健康保険）の

加入要件をわかりやすくし、働く方が

自分のライフスタイルに合わせて働き

方を選びやすくなるようにします。 

将来の年金の増額など、働くことで

手厚い保障が受けられる方を増やしま

す。 

 

４．新たな加入拡大となる対象となる方を支援（就業調整を減らすための保険料調整） 

企業規模要件の見直しなどにより新たに社会保険（厚生年金・健康保険）の加入対象とな

る短時間労働者に対し３年間、事業主の追加負担により、社会保険料の負担を軽減できる特

例的・時限的な措置を実施します。事業主が追加負担した保険料について、その全額を制度

全体で支援します。 

令和８年１０月１日施行予定です。 

 

以上 


